
化学物質
総数約６万物質

職場における化学物質管理の現状（全体像）

幅広い産業における基礎材料として
産業活動に不可欠である一方 取扱

現行の安衛法の適用がある

【製造禁止】 ８物質
重度の健康障害が生じることが明らかで、かつ、そ
れを防ぐ十分な方法がない化学物質（石綿等）

【製造許 】 物質
重度の健康障害を生ずるおそれがある化学物質国
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総数約６万物質産業活動に不可欠である一方、取扱
や管理の方法によっては人の健康へ
影響をもたらす

既存化学物質

【製造許可】 ７物質
重度の健康障害を生ずるおそれがある化学物質
(PCB、ベリリウム等)

【特別規則に基づく管理】
１０４物質

災害が多発しており、特定化学物質障害予防規
則、有機溶剤中毒予防規則等による管理（測定、局
所排気装置、健康診断等）が必要な物質
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交付対象物質
６４０物質

国内外の学会等において、人への健康影響が確認
されている物質

【国によるリスク評価】
製造 取扱 実態調査 結果 高 クが
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指針による指導
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製造・取扱の実態調査の結果、高いリスクが
確認された物質を特別規則に基づく管理対象
物質へ追加する。現行の規制についても適宜
見直しを行う
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届出化学物質のうち、強い変異原性
のある物質。ばく露防止措置、安全
データシートの交付等を指導

国連の基準等により
危険有害とされる物質

【安衛法 般規制】

危険有害性情報がある物質
約４万物質
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【新規化学物質の届出（届出化学物質）】

危険有害とされる物質
【安衛法の一般規制】

有害物を取り扱う作業について、ばく露防止等
の対策を求めている（安衛則576,593条等）

国連の基準等による危険有害性情
報が明らかではない物質
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【新規化学物質の届出（届出化学物質）】
事業者による変異原性※１の調査の実施・結果
の国への届出（年約1200物質、累計２万物質）

職場における化学物
※１ 生物の遺伝子に突然変異を引き起こす性質。
変異原性試験は 化学物質 発がん性 ク

※３

約２万物質職場における化学物
質管理の今後のあり
方に関する検討会の

提言

変異原性試験は、化学物質の発がん性スクリｰニ
ング試験として利用されている

※２ 危険有害な化学物質に関する情報（名称、 人
体に及ぼす作用、取扱い上の注意等）を通知する
ために販売業者等から交付される文書

※３ 事業者の調査により、危険
有害性が判明した物質は順次移行 1
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① 化学物質等に起因する労働災害が、600～700(件/年)程度発生

化学物質の危険有害性情報の伝達の充実・強化
背景・現状

① 化学物質等に起因する労働災害が、 (件/年)程度発生
② 容器等に化学物質等の危険有害性の表示があれば防止し得たと思われる災害が30件/年程度発生
③ 有害な化学物質を取り扱う事業場で、化学物質のリスクアセスメント実施率は半数以下
④ 化学物質管理の国際動向として、すべての危険有害な化学物質の譲渡提供者に対して、川下使用者に当該

化学物質に関する情報提供を義務化（欧州REACH規則、CLP規則）

職場において使用されるすべての危険有害な化学物質※1の危険有害性情報を
広く関係者に伝達

化学物質 関する情報提供を義務化（欧州 規則、 規則）

今後の方向性

広く関係者に伝達
① 譲渡提供時のラベル表示や化学物質等安全データシート（MSDS※2）の交付
② 事業場内で取り扱う容器等についてラベル表示の実施

リスクに基づく自主的な化学物質管理の促進リスクに基づく自主的な化学物質管理の促進

譲渡提供者 譲渡提供先
24年4月 表示・文書交付の対象を拡大

硫 酸

事業場内での
容器等 の表示

譲渡提供時の表示の義務
(104物質)

容器等への表示MSDS

すべての危険有害な化学物質

表示

すべての危険有害な化学物質について

譲渡提供時の文書交付の義務
(640物質)

※1 国連の基準により、危険有害とされる化学物質
※2 危険有害な化学物質に関する情報（名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意等）

を通知するために販売業者等から交付される文書

すべての危険有害な化学物質について
① 譲渡提供時の表示及びＭＳＤＳ交付
② 事業場内で取り扱う容器等にラベル表示
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